
                         報告第 ６  号   

 

令和３年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰

越しについて 

 

 令和３年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰越しについ

て、地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき、別紙のとおり報告

するものとする。 

 

      令和  ４  年  ５  月３１日提出 

 

                日立市長  小  川  春  樹  
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令和３年度　日立市　水 道 事 業 会 計　

　

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

1.
水　　道
事業資本
的 支 出

1.
建　設
改良費

配水管布設
事業

923,461,533 887,184,605 22,066,000

923,461,533 887,184,605 22,066,000

  地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

原水及び浄
水事業

874,468,000 823,123,503 29,700,000

874,468,000 823,123,503 29,700,000計

1. 1.
営　業
費　用

水道事業
費　　用

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金

計

項 事　業　名 予 算 計 上 額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

款

款 項 事　業　名 予 算 計 上 額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金
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 予 算 繰 越 計 算 書

15,500,000 6,566,000 14,210,928

15,500,000 6,566,000 14,210,928

29,700,000 21,644,497

29,700,000 21,644,497

　高揚ポンプ場フリッカ対策装
置修繕工事において、新型コロ
ナウイルス感染症の影響に伴う
半導体不足により、工程調整に
不測の日数を要したため。

　　源　内　訳

不　用　額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説　　　明
一般会計
負 担 金

工事負担金
損益勘定
留保資金

（単位　円）

　配水管移設工事において、同
時施工を予定した雨降川の雨水
管渠改築工事が繰り越されたた
め。

翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説　　　明

（単位　円）

　　源　内　訳

不　用　額
一般会計
負 担 金

工事負担金
損益勘定
留保資金
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令和３年度　日立市　下 水 道 事 業 会 計　

　

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

中央処理区
改良事業

797,288,000 522,087,579 249,700,000 88,700,000 78,771,500

流域下水道
建設負担金

27,290,000 11,751,000 11,463,000

2.
雨　水
対策費

雨水対策事
業

409,693,000 56,835,376 349,451,300 163,900,000 142,331,750

1,234,271,000 590,673,955 610,614,300 252,600,000 221,103,250

  地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

　下 水 道
1.事業資本
　的 支 出

2.
雨　水
対策費

雨水対策事
業

368,984,000 243,661,000 125,323,000 68,600,000 56,611,000

368,984,000 243,661,000 125,323,000 68,600,000 56,611,000

計

款 項 事　業　名 予 算 計 上 額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金

款 項 事　業　名 予 算 計 上 額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金

計

　下 水 道
1.事業資本
　的 支 出

1.
建　設
改良費
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 予 算 繰 越 計 算 書

6,320,000 75,908,500 25,500,421

11,463,000 4,076,000

43,219,550 3,406,324

61,002,550 75,908,500 32,982,745

112,000

112,000

説　　　明

　河原子中継ポンプ場機械設備
改築工事等において、国庫補助
事業の採択に伴い、事業を前倒
しして実施することとしたこと
などから、年度内の工期の確保
ができなかったため。

　雨水管渠改築工事において、
施工方法に関する国との個別協
議などに不測の日数を要したた
め。

（単位　円）

　　源　内　訳

不　用　額
一般会計
負 担 金

繰越工事
資　　金

損益勘定
留保資金

翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

損益勘定
留保資金

（単位　円）

　　源　内　訳

不　用　額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説　　　明

　雨水管渠改築工事において、
新型コロナウイルスの感染拡大
の影響により、関係機関との協
議調整などに不測の日数を要し
たため。

一般会計
負 担 金

繰越工事
資　　金

　県が施工する那珂久慈流域下
水道事業の脱水ケーキ搬送設備
改築工事等において、関連する
設備の故障による緊急修繕工事
に不測の日数を要したことで、
事業が繰り越されたため。
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